


は し が き 

 

総務省四国行政評価支局では、高知県内における行政機関等の情報

を分かりやすく整理した「行政機関等ガイドブック」を作成するとともに、当

局及び高知行政監視行政相談センターのホームページにも掲載してきま

したが、この度、令和4年10月1日現在の情報に改訂しました。 

本書には、高知県内における①国の行政機関、独立行政法人、国立

大学法人及び特殊法人の所在、組織、設置根拠、所掌事務、管轄区域、

情報公開・個人情報保護窓口及び各種相談窓口、②裁判所の所在及び

管轄区域等、並びに③地方公共団体の所在及び連絡先等の情報を掲

載しております。 

本書が当局及び高知行政監視行政相談センターのホームページに掲

載している情報とともに、広く関係の皆様方のお役に立てば幸いです。 

また、本ガイドブックの作成に当たり、御協力をいただきました関係機

関の皆様には厚く御礼申し上げます。 

 

   令和4年11月 

                             総務省 四国行政評価支局 



凡    例 

 

 

1 掲載機関 

高知県内に所在する次の機関を掲載した。 

(1) 行政機関 

(2) 独立行政法人（日本司法支援センターを含む。） 

(3) 国立大学法人 

(4) 特殊法人（全国健康保険協会を含む。） 

(5) 裁判所、検察審査会 

(6) 県、市町村 

 

2 掲載事項 

機関ごとに、原則として次の事項を記載した。 

(1) 行政機関、独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人 

機関等名、郵便番号、所在地、電話・ＦＡＸ番号、ホームページアドレス、組織及び職員

数、設置根拠、所掌事務、管轄区域、情報公開・個人情報保護窓口及び各種相談・案内窓口 

(2) 裁判所、検察審査会 

裁判所名、郵便番号、所在地、電話番号及び管轄区域 

(3) 県、市町村 

郵便番号、所在地、電話番号及びホームページアドレス 

 

3 機関等の表示方法 

(1) 機関名 

掲載機関のうち、高知県内に下部機関を有するものについては、最上位の機関の下に当該

下部機関を一括表示した。   

(2) 組織及び職員数 

ア     は、当該機関の内部組織並びに当該機関の下部機関及び施設等機関の内部組

織であることを示す。 

イ     は、下部機関であることを示す。 

ウ     は、施設等機関であることを示す。 

エ     は、当該機関の上部機関が高知県外に所在することを示す。該当する上部機

関名は（ ）書きで表示した。 

オ 同種並列の機関が複数ある場合には、総称名を表示し、設置数等を当該総称名の末尾

にアラビア数字で（ ）書き又は別表で表示した。 

カ 職員数は、原則として作成時点の現在員を記載した。 

 

 



(3) 設置根拠 

当該機関（下部機関を含む。）の設置根拠法令の名称及び条項を記載した。 

(4) 所掌事務 

機関ごとに簡潔に記載した。 

(5) 管轄区域 

原則として都道府県の単位で記載した。 

(6) 情報公開・個人情報保護窓口 

各機関に関する情報の開示請求等を受け付ける担当課、電話番号及びメールアドレスを記

載した。 

上部機関が開示請求等の窓口となっている場合は、その旨注記した｡ 

(7) 各種相談・案内窓口 

各機関が行っている各種相談・案内窓口の内容、担当課、受付電話番号及び受付メールア

ドレス（一部機関を除く）を記載した。 

 

4 作成時点 

令和4年10月1日現在 
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設 置 根 拠 

刑 務 所：法務省設置法第 8条、第 9条、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規

則第 1条 

拘置支所：法務省設置法第 9条、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第 26条 

所 掌 事 務 

1 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、 刑事訴訟法（昭和 23年

法律第 131 号）の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置され

る者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行うこと 

2 前号に規定する者のほか、法令の規定により刑事施設その他これに附置する

施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を

収容すること 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：高松矯正管区 第一部 総務課 

TEL（087）822－4455 

（注） 高知刑務所及び中村拘置支所に関する情報の開示請求等は、高松矯正管区の

上記窓口で受け付けています。 
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https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kochi_kochi.html


https://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/


管 轄 区 域 

（不動産登記） 

 

（商業･法人登記） 

高知地方法務局が県全域を管轄し、支局は、各種証明書交付事務、印鑑提

出等に関する事務、印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務のみ 

 

（自筆証書遺言書保管） 

 

法務局、支局等 管轄区域 

高知地方法務局 

 

高知市、土佐市、吾川郡（いの町、仁淀川町）、高岡郡

の内（日高村、佐川町、越知町） 

香美支局 南国市、香美市、香南市、長岡郡（大豊町、本山町）、

土佐郡（土佐町、大川村） 

須崎支局 

 

須崎市、高岡郡の内（中土佐町、四万十町、檮原町、津

野町） 

安芸支局 室戸市、安芸市、安芸郡（東洋町、奈半利町、田野町、

安田町、北川村、馬路村、芸西村） 

四万十支局 四万十市、土佐清水市、宿毛市、幡多郡（黒潮町、大月

町、三原村） 

法務局、支局 管轄区域 

高知地方法務局 

 

高知市、土佐市、吾川郡（いの町、仁淀川町）、高岡郡

の内（日高村、佐川町、越知町） 

香美支局 南国市、香美市、香南市、長岡郡（大豊町、本山町）、

土佐郡（土佐町、大川村） 

須崎支局 

 

須崎市、高岡郡の内（中土佐町、四万十町、檮原町、津

野町） 

安芸支局 室戸市、安芸市、安芸郡（東洋町、奈半利町、田野町、

安田町、北川村、馬路村、芸西村） 

四万十支局 四万十市、土佐清水市、宿毛市、幡多郡（黒潮町、大月

町、三原村） 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：高知地方法務局 総務課 

     TEL (088)822－3331（代）  

（注）高知地方法務局及び下部機関に関する情報の開示請求等は、全て上記

窓口で受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

１ 登記手続案内  

  内容：不動産・法人登記等申請手続全般 

担当：登記部門 

TEL（088）822－3331（代） 
 

２ 戸籍・国籍相談       

内容：無戸籍の方の戸籍に関する相談、国籍の取得等に関する相談、帰

化申請手続 

担当：戸籍課 

TEL（088）822－3448（戸籍関係） 

TEL（088）822－3446（国籍関係） 
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３ 供託・遺言書保管手続案内 

    内容：供託手続等全般、遺言書保管手続全般（ただし、遺言書の作成に

関する相談を除く。） 

   担当：供託課 

TEL（088）822－3458 
 

４ 人権相談  

  内容：人権侵犯・人権に関する相談全般 

     担当：人権擁護課 

TEL 0570－003－110 みんなの人権 110番 

0120－007－110 子どもの人権 110番 

0570－070－810  女性の人権ホットライン 

インターネット人権相談受付窓口 

         https://www.jinken.go.jp 
 
※各種相談・手続案内の受付時間は、平日の８時 30分から 17時 15分までで

す（インターネット人権相談を除く。）。 
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https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kochi/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 置 根 拠 検察庁法第 2条 

所 掌 事 務 

刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の

執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と

認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者とし

て他の法令がその権限に属させた事務を行う。 

管 轄 区 域 

高知地方検察庁・高知区検察庁 

高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡（いの町

に限る。）、高岡郡（日高村に限る。） 

高知地方検察庁須崎支部・須崎区検察庁 

須崎市、吾川郡（仁淀川町に限る。）、高岡郡（日高村を除く。） 

高知地方検察庁安芸支部・安芸区検察庁 

安芸市、室戸市、安芸郡 

高知地方検察庁中村支部・中村区検察庁 

四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：高知地方検察庁 企画調査課 

TEL（088）872－9191 

（注） 高知地方検察庁及び各支部・区検察庁に関する情報の開示請求等は、上記窓

口で受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

相談・案内窓口：被害者相談室 

対象範囲（内容）等：犯罪被害に対する各種相談等 

受付電話番号：（088）872－9190（被害者ホットライン）（FAX兼用） 

 

検務監理官 

首席捜査官 

事件・令状担当 
証 拠 品 担 当 
執 行 担 当 
徴 収 担 当 
犯 歴 担 当 
記 録 担 当 

事 件 管 理 担 当 
特 別 公 判 担 当 
被害者支援担当 
社会復帰支援担当 
刑事・交通事件捜査担当 
特 別 捜 査 担 当 

統括検務官 支 部 

（区 検） 

検事（中村） 

副検事（須崎・安芸） 
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https://www.customs.go.jp/kobe/


 
 

各 種 相 談 ・ 
案 内 窓 口 

1 税関相談 

・対象範囲（内容）等：海外旅行や個人輸入、国際郵便などの税関手続について

の相談、税関行政へのご意見、要望 

・電話番号：（088）832－6131（高知税関支署） 

・E-mail ： kobe-kochi@customs.go.jp 

・受付日時：平日の 8:30～17:15 

2 密輸ダイヤル 

・対象範囲（内容）等：拳銃や麻薬・覚醒剤などの密輸に関する情報の受付 

・電話番号：0120－461－961（フリーダイヤル） 

・受付日時：常時受付 
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設 置 根 拠 財務省設置法第 24条、財務省組織規則第 544条及び別表第九 

所 掌 事 務 

1 内国税の賦課及び徴収に関すること 

2 税理士制度の運営に関すること 

3 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること（酒税の保全並

びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く） 

4 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること 

5 印紙の模造の取締りを行うこと 

6 税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること 

7 1～6に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む）に基づき、税務

署に属させられた事務 

管 轄 区 域 

高 知 税 務 署 高知市、土佐郡 

安 芸 税 務 署 室戸市、安芸市、安芸郡 

南 国 税 務 署 南国市、香南市、香美市、長岡郡 

須 崎 税 務 署 須崎市、高岡郡（伊野税務署管内の地域を除く） 

中 村 税 務 署 四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡 

伊 野 税 務 署 土佐市、吾川郡、高岡郡のうち日高村 
 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

署別 高 知 安 芸 南 国 須 崎 中 村 伊 野 

担当 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 

TEL 

(代表) 

(088) 

822－1123 

(0887) 

35－3115 

(088) 

863－3215 

(0889) 

42－2355 

(0880) 

35－2135 

(088) 

893－1121 
 

各種相談・案内 

窓口 

1 税務相談 

・内容：国税（所得税、相続税、贈与税、消費税、法人税等）に関する相談 

・担当：最寄りの税務署の代表電話番号 

             高 知 税 務 署   TEL（088）822－1123 

             安 芸 税 務 署   TEL（0887）35－3115 

             南 国 税 務 署   TEL（088）863－3215 

             須 崎 税 務 署   TEL（0889）42－2355 

             中 村 税 務 署   TEL（0880）35－2135 

             伊 野 税 務 署   TEL（088）893－1121  

・受付時間：平日の 8：30～17：00 

・電話による相談は、最寄りの税務署の代表電話番号へ電話をし、音声案内

で案内番号「1」を選択すると電話相談センターにつながります（おかけに

なった税務署までの通話料金でご利用いただけます）。 

なお、国税に関する一般的なご相談を面接により希望される場合や相談内

容が複雑で、関係書類等により事実関係の確認が必要であるものについて

は、最寄りの税務署で面接による相談を行っております。この場合は事前

に連絡して相談日時の予約をしてください。 

2 タックスアンサー 

・内容：国税のよくある質問に関する情報提供 

・インターネット・アドレス： 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm 

・受付時間：常時受付 
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https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/


〔組織〕 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高知労働局 総 務 部 総 務 課 

労 働 保 険 徴 収 室 

監 督 課 

健 康 安 全 課 

賃 金 室 

労 災 補 償 課 

 

労働基準部 

職 業 安 定 課 

職 業 対 策 課 

訓 練 室 

 

 

職業安定部 

高知労働基準監督署 

香 美 出 張 所 

須崎労働基準監督署 

四万十労働基準監督署 

安芸労働基準監督署 

高知公共職業安定所 

四万十公共職業安定所 

 

安芸公共職業安定所 

 

須崎公共職業安定所 

 

雇用環境・均等室 

いの公共職業安定所 
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設 置 根 拠 

労働局：厚生労働省設置法第 17条、第 21条、厚生労働省組織令第 156条 

労働基準監督署：厚生労働省設置法第 22条、厚生労働省組織規則第 789条 

公共職業安定所：厚生労働省設置法第 23条、厚生労働省組織規則第 792条 

出張所：厚生労働省設置法第 24条、厚生労働省組織規則第 792条 

所 掌 事 務 

労働局：一般労働条件の確保・改善対策の推進、労働災害防止対策の推進、最低

賃金及び最低工賃の決定、労働に関する各種統計調査の実施、労働保険

の適用及び労働保険料の徴収、労災保険事業、関係審議会の運営、労働

力需給調整業務の指導監督、雇用保険事業、労働者派遣事業等の指導監

督、高齢者・障害者及び外国人等への雇用対策・雇用管理、求職者支援

制度の実施、男女雇用機会均等確保及び育児・介護休業制度の定着推進

業務、個別労働紛争解決制度の施行等 

労働基準監督署：一般労働条件の確保・改善に係る指導、労働安全に関する指導、

労働衛生に関する指導、労災保険に関すること等 

公共職業安定所：職業相談、職業指導、職業紹介、雇用管理指導、雇用情報提供、

各助成措置及び雇用保険の適用・給付等 

管 轄 区 域 

労   働   局：高知県 

高知労働基準監督署：高知市、南国市、香美市、長岡郡、土佐郡、吾川郡（仁淀

川町を除く。） 

須崎労働基準監督署：土佐市、須崎市、高岡郡、吾川郡仁淀川町 

四万十労働基準監督署：宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡 

安芸労働基準監督署：室戸市、安芸市、香南市、安芸郡 

高知公共職業安定所：高知市（旧春野町区域を除く。）南国市、長岡郡、土佐郡 

香美出張所：香南市、香美市 

須崎公共職業安定所：須崎市、高岡郡（日高村を除く。）、吾川郡仁淀川町 

四万十公共職業安定所：宿毛市、土佐清水市、四万十市、幡多郡 

安芸公共職業安定所：安芸市、室戸市、安芸郡 

いの公共職業安定所：土佐市、吾川郡（仁淀川町を除く。）、高岡郡日高村、 

高知市（旧春野町区域に限る。） 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：高知労働局 総務部 総務課 

TEL（088）885－6021 

（注） 高知労働局及びその下部機関（労働基準監督署、公共職業安定所）に関する

情報の開示請求等は、高知労働局の上記窓口で受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

総合労働相談コーナー（労働関係の相談窓口） 

1 高知労働局総合労働相談コーナー（高知労働局雇用環境・均等室内） 

受付日時：平日の 8：30～17：15  TEL（088）885－6027 

2 高知総合労働相談コーナー（高知労働基準監督署内） 

受付日時：平日の 8：30～17：15  TEL（088）885－6010 

3 須崎総合労働相談コーナー（須崎労働基準監督署内） 

受付日時：平日の 8：30～17：15  TEL（0889）42－1866 

4 四万十総合労働相談コーナー（四万十労働基準監督署内） 

受付日時：平日の 8：30～17：15  TEL（0880）35－3148 

5 安芸総合労働相談コーナー（安芸労働基準監督署内） 

受付日時：平日の 8：30～17：15  TEL（0887）35－2128 
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〔四国森林管理局〕 

設 置 根 拠 農林水産省設置法第 26条 

所 掌 事 務 

1 管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと（国有林野と一

体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む） 

2 民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関するこ

と 

3 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること 

管 轄 区 域 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：四国森林管理局 総務企画部 総務課 

TEL（088）821－2010 

E-mail：shikoku_soumu@maff.go.jp 

（注） 四国森林管理局及び下部組織に関する情報の開示請求等は、上記窓口で受け

付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

木と緑の相談窓口 

内容等：・森林レクリェーション、記念植樹、体験林業に関すること 

・分収造林、分収育林等国有林野の利活用に関すること 

・林産物に関すること 

・その他森林、林業、木材に関すること 

担 当：四国森林管理局 森林整備部 技術普及課 

TEL（088）821－2121 

E-mail: shikoku_fukyu@maff.go.jp 

 

 

〔森林管理署〕 

（安芸森林管理署組織） 

 

 

 

 

（職員数：36人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所 

奈 半 利 川 治 山 事 業 所 

安芸･入河内森林事務所 

大 井 森 林 事 務 所 

野 根 森 林 事 務 所 

野友･北川森林事務所 

安 倉 森 林 事 務 所 

魚梁瀬･西川森林事務所 

東 川 森 林 事 務 所 

馬 路 森 林 事 務 所 

次 長 

地域林政調整官 

森林技術指導官 

森林土木指導官 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

四国森林管理局 

  

安 芸 森 林 管 理 署 

  

森林情報管理官 
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（高知中部森林管理署組織） 

 

 

 

 

（職員数 19 人） 

 

 

 

 

（嶺北森林管理署組織） 

 

 

 

 

（職員数 28 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四万十森林管理署組織） 

 

 

 

 

（職員数 38 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 小 川 治 山 事 業 所 

吉野川上流治山事業所 

 

寺家･大川森林事務所 

大 豊 森 林 事 務 所 

瀬戸･土居森林事務所 

宮ヶ平･池川森林事務所 

吾 北 森 林 事 務 所 

寺川･長沢森林事務所 

次 長 

森林技術指導官 

次 長 

森林技術指導官 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

猪野々･岡の内森林事務所 

別 府 森 林 事 務 所 

高知中部森林管理署 

  

嶺 北 森 林 管 理 署 

  

四万十森林管理署 

  

川 登 森 林 事 務 所 

浮 鞭 森 林 事 務 所 

藤の川･黒尊森林事務所 

十 和 森 林 事 務 所 

楠山･中村森林事務所 

三 原 森 林 事 務 所 

清水･貝の川森林事務所 

三 崎 森 林 事 務 所 

窪 川 森 林 事 務 所 

中 津 川 森 林 事 務 所 

須崎･東津野森林事務所 

奈 路 森 林 事 務 所 

大正･下津井森林事務所 

梼 原 森 林 事 務 所 

四国森林管理局 

  

四国森林管理局 

  

四国森林管理局 

  

次 長 

森林技術指導官 

総 務 グ ル ー プ 

業 務 グ ル ー プ 

治 山 グ ル ー プ 

野生鳥獣対策官 

森林土木指導官 

森林情報管理官 
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〔森林管理署、治山事業所、森林事務所〕 

設 置 根 拠 

森林管理署：農林水産省設置法第 28条、農林水産省組織規則第 505条 

治山事業所：農林水産省組織規則第 584条、森林官、首席森林官及び地域統括森

林官並びに治山技術官の勤務場所に関する訓令第４条 

森林事務所：農林水産省組織規則第 584条、森林官、首席森林官及び地域統括森

林官並びに治山技術官の勤務場所に関する訓令第４条 

所 掌 事 務 

〔森林管理署〕 

1 国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備を行うこと 

2 国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護を行うこと 

3 国有林野の産物及び製品の生産及び処分を行うこと 

4 国有林野を活用すること 

5 国有林野その他森林管理局所属の国有財産の管理及び処分を行うこと 

6 森林及び林業に関する知識の普及を行うこと 

7 民有林野の造林及び森林の経営の指導を実施すること 

8 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野

の整備及び保全を行うこと 

9 森林治水事業を実施すること 

10 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施すること 

〔治山事業所〕 

次に掲げる事務のいずれかを行う。 

1 治山事業の企画及び調整に関すること 

2 保安林及び保安施設地区に関すること 

3 治山事業の実施に関すること 

4 林野の保全に係る地すべり防止事業の実施に関すること 

5 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施工上密接な関連

のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること 

〔森林事務所〕 

1 国有林野管理規程に規定する標識類の巡検及び巡視に関すること 

2 造林事業、製品事業及び林道事業の実施に関すること 

3 造林事業、製品事業及び林道事業用資材、機械その他の施設の保全に関する

こと 

4 産物の収穫に関する調査の実施に関すること 

5 森林及び林業に関する知識の普及に関すること 

6 民有林野の造林及び森林の経営の指導に関すること 

7 前各号に掲げるもののほか、森林管理署長が特に命じた事項の処理に関する

こと 

管 轄 区 域 

安芸森林管理署 室戸市、安芸市、安芸郡 

高知中部森林管理署 高知市、南国市、香南市、香美市 

嶺北森林管理署 土佐市、長岡郡、土佐郡、吾川郡、高岡郡（佐川町、越

知町、日高村に限る。） 

四万十森林管理署 四万十市、宿毛市、土佐清水市、須崎市、幡多郡、高岡

郡（中土佐町、四万十町、津野町、梼原町に限る。） 
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各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

・相談窓口の名称：木と緑の相談窓口 

・内     容：・森林レクリェーション、記念植樹、体験林業に関すること 

・分収造林、分収育林等国有林野の利活用に関すること 

・林産物に関すること 

・その他森林、林業、木材に関すること 

・担     当 

森林管理署 担当課名 電話番号 E-mail 

安芸森林管理署 
業務グループ 

総括森林整備官 
(0887）34－3145 shikoku_aki@maff.go.jp 

高知中部森林 

管理署 

業務グループ 

総括森林整備官 
(0887）58－3131 

shikoku_kochichubu@maff.

go.jp 

嶺北森林管理署 
業務グループ 

総括森林整備官 
(0887)76－2110 

shikoku_reihoku@maff.go.

jp 

四万十森林 

管理署 

業務グループ 

総括森林整備官 
(0880)34－3155 

shikoku_shimanto@maff.go

.jp 
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〔組織及び職員数〕 

 

（四国地方整備局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（職員数：54人） 

（職員数：53人） 

高 知 河 川 国 道 事 務 所 

副 所 長（2） 

工 事 品 質 管 理 官 

事 業 対 策 官 

地 域 防 災 調 整 官 

保 全 対 策 官 

建 設 専 門 官（3） 

専 門 調 査 官（2） 

上 席 専 門 職 

建 設 監 督 官 

総 務 課 

経 理 課 

用 地 課 

工 務 課 

計 画 課 

調 査 課 

河 川 管 理 課 

物 部 川 出 張 所 

仁 淀 川 出 張 所 

高 知 海 岸 出 張 所 

中 村 河 川 国 道 事 務 所 総 務 課 

用 地 課 

工 務 第 一 課 

工 務 第 二 課 

計 画 課 

調 査 課 

河 川 管 理 課 

道 路 管 理 課 

副 所 長（3） 

事 業 対 策 官（2） 

建 設 専 門 官（5） 

専 門 調 査 官 

上 席 専 門 職 

建 設 監 督 官（2） 

四 万 十 川 出 張 所 

中 村 国 道 出 張 所 
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（非常駐） 

（職員数：78人） 

（職員数：9人） 

（職員数：6人） 

（職員数：1人） 

（職員数：32人） 

吉 野 川 砂 防 出 張 所 四 国 山 地 砂 防 事 務 所 

渡川ダム統合管理事務所 総 務 課 

管 理 課 

高知港湾・空港整備事務所 

建 設 専 門 官 

大 渡 ダ ム 管 理 所 

総 務 課 

工 務 課 

企 画 調 整 課 

保 全 課 

海 岸 課 

須 崎 港 出 張 所 

室 津 港 出 張 所 

宿 毛 湾 港 出 張 所 

 

土 佐 国 道 事 務 所 総 務 課 

経 理 課 

用 地 第 一 課 

用 地 第 二 課 

工 務 課 

計 画 課 

調 査 課 

管 理 第 一 課 

管 理 第 二 課 

道 路 保 全 課 

防 災 情 報 課 

副 所 長（3） 

契 約 事 務 管 理 官 

用 地 対 策 官 

占 用 調 整 管 理 官 

事 業 対 策 官 

建 設 専 門 官（5） 

建 設 監 督 官（4） 

高 知国道 維持 出張所 

南 国国道 維持 出張所 

佐 川国道 維持 出張所 

奈 半 利 国 道 出 張 所 

副 所 長（2） 

先 任 建 設 管 理 官（3） 

沿 岸 防 災 対 策 官 

補 償 調 整 官 
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設 置 根 拠 事 務 所 国土交通省設置法第 32条、地方整備局組織規則第 140条 

出 張 所 地方整備局組織規則第 150条 

所 掌 事 務 

〔高知河川国道事務所〕 

1 物部川及び仁淀川（大渡ダム管理所の管轄区域を除く。）の改良工事及び維

持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の

水防に関する事務 

2 高知県海部灘沿岸、土佐湾沿岸及び豊後水道東沿岸における海岸保全施設

に関する工事及び水防警報 

3 一般国道 56号の改築工事 

 

〔中村河川国道事務所〕 

1 渡川（渡川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。）の改良工事及び維持修

繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防

に関する事務 

2 一般国道 56号の改築及び修繕工事、維持その他の管理 

3 四国横断自動車道阿南四万十線の改築及び修繕工事、維持その他の管理 

4 高知県の地域道路の構造の保全（除雪を含む。）に係る調整、指導及び監督 

 

〔土佐国道事務所〕 

1 一般国道 32 号、33号、55号及び 56号の改築及び修繕工事、維持その他の

管理 

2 一般国道 493 号の改築工事 

3 四国横断自動車道阿南四万十線の改築及び修繕工事、維持その他の管理 

4 高知県の地域道路の構造の保全（除雪を含む。）に係る調整、指導及び監督 

 

〔吉野川砂防出張所〕 

吉野川流域の砂防工事、地すべり防止工事 

 

〔渡川ダム統合管理事務所〕 

1 渡川上流ダム群（中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダム）の操作その他

の管理の調整 

2 中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダムの維持及び管理 

3 中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダムに係る河川の管理 

 

〔大渡ダム管理所〕 

1 仁淀川大渡ダムの維持及び管理 

2 仁淀川大渡ダムに係る河川の管理 

 

〔高知港湾・空港整備事務所〕 

1 高知県内の重要港湾（高知港、須崎港、宿毛湾港）及び避難港（室津港）の

整備、利用、保全及び管理に関する事務 

2 高知空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務 

3 高知港海岸の整備、利用、保全その他の管理に関する事務 

4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の

油濁防止緊急措置手引書等に関する事務 
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管 轄 区 域 

〔高知河川国道事務所〕 

1 物部川及び仁淀川（大渡ダム管理所の管轄区域を除く。） 

2 高知県海部灘沿岸、土佐湾沿岸及び豊後水道東沿岸 

3 一般国道 56号 
 

〔中村河川国道事務所〕 

1 渡川（渡川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。） 

2 一般国道 56号（四万十町七子峠～愛媛県境） 

3 四国横断自動車道阿南四万十線 

4 高知県の地域道路 
 

〔土佐国道事務所〕 

1 一般国道 32 号（高知市起点から徳島県境）、33 号（高知市起点～愛媛県

境）、55号（高知市起点～徳島県境）及び 56号（高知市起点～中土佐町七

子峠） 

2 一般国道 493 号 

3 四国横断自動車道阿南四万十線 

4 高知県の地域道路 
 

〔吉野川砂防出張所〕 

 本山町、土佐町、いの町、大川村 

 

〔渡川ダム統合管理事務所〕 

1 中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダム 

2 中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダムに係る河川 
 

〔大渡ダム管理所〕 

 仁淀川大渡ダム及び同ダムに係る河川 
 

〔高知港湾・空港整備事務所〕 

高知県 

情報公開・個人 
情報保護窓口 

担当：四国地方整備局 総務部総務課（8Ｆ情報公開室） 

TEL（087）851－8061 （平日 9:00～12:00、13:00～17:00） 

（注） 四国地方整備局の下部機関に関する情報の開示請求等は、全て四国地方整備

局の上記窓口で受け付けています。 

各 種 相 談 ･ 
案 内 窓 口 

1 道の相談室 

内  容：四国内の道路（高速道路、国道、県道、市町村道の何れにも対応

可）に関するさまざまな相談（照会、苦情、要望） 

受付窓口：①TEL（087）811－8460（有料）（平日の 9:30～17:00） 

②FAX（087）811－8463（有料） 

③インターネット受付 

http://www.skr.mlit.go.jp/road/michi/index.htm 

また、上記以外でも道に関する相談を受け付けています。 

（相談先は下記ホームページアドレス参照） 

http://www.skr.mlit.go.jp/road/michi/index.htm 
 

2 海とみなとの相談窓口 

内  容：海と港に関する相談 

電話番号：①0120－497－370（フリーダイヤル） 

②https://www.pa.skr.mlit.go.jp/ 

受付時間：電話は平日の 9:30～17:00 
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所 掌 事 務 

10 航空機の運航の監督 

11 航空機の航行の方法に関する事務 

12 遭難航空機の捜索及び救助 

13 航空情報に関する事務 

14 航空交通情報システムによる航空通信の実施及び同システム施設に関する

工事及び保守 

15 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第５条第１号及び第２号に規

定する調査に対する援助 

16 電話による航空通信の実施 

17 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通

報に関する連絡 

18 着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用 

19 空港等の保安 

20 飛行場管制業務 

21 航空法第 95 条ただし書きの規定による許可 

22 航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システムの工事及び保守 

23 航空保安無線施設の工事、運用及び保守 

24 航空保安無線施設の設置及び管理の監督 

25 航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視 

26 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査 

27 土木施設、建築施設に関する工事及び保守 

28 航空灯火その他の電気施設に関する工事、運用及び保守 

29 航空灯火の設置及び管理の監督 

30 類似灯火の制限 

31 昼間障害標識に関する事務 

32 （1）～（31）の事務を遂行するために使用する機械施設の工事並びに機械施

設及び車両の保守 

管 轄 区 域 高知県 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：大阪航空局 総務部 総務課 専門官 

TEL（06）6949－6211 

（注） 高知空港事務所に関する情報の開示請求等は、大阪航空局の上記窓口で受け

付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

高知空港障害物件（航空法第 49条に係る物件）に係る照会 

内容：飛行場の進入表面、転移表面、水平表面の上に出る高さとなる可能性が

ある（飛行機の進入に障害となる恐れがある）建造物、植栽などを設置、

植栽する場合の照会 

担当：高知空港事務所 総務課 

TEL（088）863－2621 
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設 置 根 拠 海上保安庁法第 13条、海上保安庁組織規則第 118条、同第 119条 

所 掌 事 務 

1 法令の海上における励行に関すること 

2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とす

る場合における援助 

3 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること 

4 海難の調査（運輸安全委員会及び海難審判庁の行うものを除く。） 

5 船舶交通の障害の除去 

6 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並

びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督 

7 旅客または貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必

要な監督 

8 航法及び船舶交通に関する信号に関すること 

9 港則に関すること 

10 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保 

11 海洋汚染等及び海上災害の防止 

12 沿岸水域における巡視警戒 

13 海上における暴動及び騒乱の鎮圧 

14 海上における犯人の捜査及び逮捕 

15 留置業務に関すること 

16 国際捜査共助に関すること 

17 （1）～（16）の業務を遂行するために使用する船舶及び通信施設の保守及び

運用 

18 警察行政庁、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助

及び連絡 

19 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること 

管 轄 区 域 
高知海上保安部：高知県及びその沿岸水域 

宿毛海上保安署：宿毛市、大月町、及びその沿岸水域 

土佐清水海上保安署：四万十市、土佐清水市、黒潮町、三原村及びその沿岸水域 

情報公開・個人 
情報保護窓口 

担当：第五管区海上保安本部 総務部 総務課 

TEL（078）391－6551（内線 2115） 

（注） 高知海上保安部及び下部機関に関する情報の開示請求等は、第五管区海上保

安本部の上記窓口で受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 
案 内 窓 口 

相談・案内の名称：海の相談室 

対象範囲（内容）等：水温や海流、潮流、潮汐、水深などの海洋の基礎的データ、

潮干狩り、ヨット、モーターボートなどの海洋レジャーに必

要な情報の提供その他海に関する相談 

TEL   ：①（03）5500－7155（海上保安庁海洋情報部「海の相談室」） 

②（078）391－1299（第五管区海上保安本部「海の相談室｣） 

③五管区海の相談室（海に関する質問はこちらへ） 

E-mail による相談受付：sodan5@jodc.go.jp 

FAXによる相談受付:（078）332－6307 

受付日時：①は平日の 10:00～12:00と 13:00～17:00 

②は平日の 8:30～17:15 

③は常時受付 
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設 置 根 拠 自衛隊法第 24条、自衛隊法施行令第 48条、第 48条の 2 

所 掌 事 務 自衛官の募集、予備自衛官の人事等、即応予備自衛官の招集等、自衛官等の募

集に伴う広報、自衛官の再就職援護、国民保護・災害対策関連、防衛省・自衛隊

に関する渉外・広報窓口 

担 当 区 域 自衛隊高知地方協力本部：高知県 

高知募集案内所：高知市、南国市、大豊町、本山町、土佐町、いの町、仁淀川町、

大川村 

四万十地域事務所：四万十市、土佐清水市、宿毛市、黒潮町、大月町、三原村 

須崎地域事務所：土佐市、須崎市、佐川町、越知町、津野町、中土佐町、四万十

町、梼原町、日高村 

安芸地域事務所：香南市、安芸市、香美市、室戸市、安田町、田野町、東洋町、

馬路村、北川村、奈半利町、芸西村 

情報公開・個人 

情 報 保 護 窓 口 

担当：防衛省情報公開・個人情報窓口 

TEL 03（3268）3111（代） 内線：28220 

担当：中国四国防衛局 総務部総務課 情報公開室 

TEL 082（223）8284 

（注） 自衛隊高知地方協力本部に関する情報の開示請求等は、中国四国防衛局の上

記窓口で受け付けています。 
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所 掌 事 務 

ア 犯罪被害者支援を行っている機関・団体との連携のもと、各地の相談窓口

の情報を収集し、その方が必要とされている支援を行っている窓口を案内す

る業務 

イ 被害にあわれた方やご家族の方などが、その被害にかかる刑事手続に適切

に関与したり、お受けになった損害・苦痛の回復・軽減を図るための法制度

に関する情報を提供する業務 

ウ 弁護士による法律相談等の支援を必要とされる場合には、個々の状況に応

じて、弁護士を紹介する業務 

エ ｢被害者参加人のための国選弁護制度｣や「被害者参加旅費等支給制度」に

関する業務 

オ ＤＶ、ストーカー、児童虐待の被害を受けている方(現に受けている疑い

がある方も含む)を対象とする法律相談業務 

(5) 国選弁護等関連業務(総合法律支援法第 30条第 1項第 6号) 

国選弁護人及び国選付添人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人候

補及び国選付添人候補の指名及び裁判所等への通知、国選弁護人及び国選付

添人に対する報酬・費用の支払いなどの業務 

(6) 受託業務(総合法律支援法第 30条第 2項) 

法テラス本来の業務の遂行に支障のない範囲で、国、地方自治体、非営利法

人等から委託を受けて行う業務 

管 轄 区 域 高知県 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

1 情報公開窓口 

担当：法テラス本部 

〒164－8721 東京都中野区本町 1－32－2ハーモニータワー8階 

TEL（050）3383－5333 

（注） 高知地方事務所に関する情報の開示請求等は、法テラス本部で受け付けてい

ます。 

2 個人情報保護窓口 

担当：法テラス高知 TEL 0570－078395（※ IP電話からは 050－3383－5577） 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

1 電話又は面談による情報提供 

お問い合わせの内容に応じて、解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で 

ご紹介 

担当：法テラス高知 TEL 0570－078395（※ IP電話からは 050－3383－5577） 

2 民事法律扶助による無料法律相談（予約制） 

担当：法テラス高知 TEL 0570－078395（※ IP電話からは 050－3383－5577） 

各地域事務所（法律事務所）においても民事法律扶助による無料法律相談（予

約制）を実施しております。 

担当：法テラス須崎 TEL（050）3383－5579 

法テラス安芸 TEL（050）3383－0029 

法テラス中村 TEL（050）3383－0467 

（注）日本司法センターは、独立行政法人ではないが、総合法律支援法に基づき、独立行政法人の

枠組みに従って設立された法務省所管の法人であり、本ガイドブックでは、独立行政法人の欄

に掲げた。 
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https://www.jamstec.go.jp/kochi/j/
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http://www.kochi-ct.ac.jp/


設 置 根 拠 
独立行政法人通則法第７条第２項、独立行政法人国立高等専門学校機構法第３

条、第 12条 

所 掌 事 務 
職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成す

ることを目的とする高等教育 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：総務課 課長補佐（総務担当）  

TEL（088）864－5601 
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https://www.jeed.go.jp/location/shibu/kochi/
https://www3.jeed.go.jp/kochi/poly/
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/kochi/
https://www3.jeed.go.jp/kochi/college/


 

〔組織及び職員数〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 置 根 拠 

高知障害者職業センター 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条 

障害者の雇用の促進等に関する法律第19条 

高知職業能力開発促進センター 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条 

職業能力開発促進法第16条、雇用保険法第63条 

四国職業能力開発大学校附属高知職業能力開発短期大学校 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第14条 

職業能力開発促進法第16条、雇用保険法第63条 

所 掌 事 務 

高知支部 

1 高年齢者及び障害者の雇用に関する相談・援助、給付金・助成金の支給に関

する事務、障害者雇用納付金制度に関する事務 

2 求職者に対する早期就職に向けた求職者支援訓練の認定及び指導等 

高知障害者職業センター 

1 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備支援及び知的障害者判定及

び重度知的障害者判定 

2 事業主に雇用されている障害者等に対する職場への適応または、復帰に関

する事項についての助言または支援 

3 事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言その他の援助 

4 関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての

助言その他の援助及び就業支援担当者に対する研修や職場適応援助者養成研

修の実施 

高 知 障 害 者 職 業 セ ン タ ー 

（職員数：16人） 

高知職業能力開発促進センター 

（職員数：27人） 

総 務 担 当 

訓 練 課 

生 産 性 セ ン タ ー 業 務 課 

高 知 支 部 
総 務 課 

高 齢 ・ 障 害 者 業 務 課 

求 職 者 支 援 課 

（職員数：20人） 

 

四 国 職 業 能 力 開 発 大 学 校 

附属高知職業能力開発短期大学校 

（職員数：25人） 

 能 力 開 発 部 

総 務 担 当 

学 務 援 助 課 

生 産 技 術 科 

電子情報技術科 
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高知職業能力開発促進センター 

1 求職者及び在職者に対する各種職業訓練の実施 

2 事業主団体及び事業主の方々に対する能力開発に関する相談または援助 

四国職業能力開発大学校附属高知職業能力開発短期大学校 

1 学卒者等に対する高度職業訓練の実施 

2 在職者に対する職業訓練の実施 

3 事業主団体及び事業主の方々に対する能力開発に関する相談または援助 

管 轄 地 域 高知県 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（本部） 

企画部情報公開広報課 

TEL（043）213－6207 

（注） 高知支部、高知障害者職業センター、高知職業能力開発促進センター及び四

国職業能力開発大学校附属高知職業能力開発短期大学校に関する情報の開示請

求等は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（本部）の上記窓口で

受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

（高知支部） 

内容：1 高年齢者等及び障害者の雇用に関する相談 

2 求職者に対する求職者支援訓練の受講に関しての相談 

担当課名：内容 1 高齢・障害者業務課 

TEL（088）837－1160 

担当課名：内容 2 求職者支援課 

TEL（088）833－1324 

受付時間：平日の 8:45～17:00 

（高知障害者職業センター） 

内容：1 障害者に対する就職等に関する相談 

2 事業主に対する障害者の雇い入れ等に関する相談 

担当課名：高知障害者職業センター 

TEL（088）866－2111 

受付時間：平日の 8:45～17:00 

（高知職業能力開発促進センター） 

内容：1 求職者及び在職者に対する各種職業訓練の実施に関しての相談 

2 事業主団体及び事業主の方々に対する能力開発に関しての相談 

担当課名：訓練課 TEL（088）832－0447 

または 

生産性センター業務課 TEL（088）833－1324 

受付時間：平日の 8:45～17:00 

（四国職業能力開発大学校附属高知職業能力開発短期大学校） 

内容：1 学卒者等に対する高度職業訓練の実施に関しての相談 

2 在職者に対する職業訓練の実施に関しての相談 

3 事業主団体及び事業主の方々に対する従業員の能力開発に 

関する相談等 

担当課名：学務援助課 

TEL（0887）56－4100 

受付時間：平日の 8:45～17:00 
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設 置 根 拠 
独立行政法人通則法第 7条第 2項 

独立行政法人国立病院機構組織規程第 6条 

所 掌 事 務 
1 医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等 

2 看護師の養成 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：事務部 管理課 

TEL（088）844－3111（代表） 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

政府調達相談窓口 

担当：事務部企画課 

TEL（088）844－3111（代表） 
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（別表）診療部門           （標榜科） 
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設 置 根 拠 独立行政法人地域医療機能推進機構法 

所 掌 事 務 

1 医療法第 30条の四第 2項第 5号イからホまでに掲げる医療の提供 
2 リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護の提供 
3 医療に関する調査及び研究 

4 医療に関する技術者の研修 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：総務企画課 総務企画 

TEL（088）843－1501（代表） 

FAX（088）840－1096 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

1 医療・福祉に関する相談、医療施設・療養の案内・紹介、退院支援、セカンド
オピニオン 
担当：地域連携室 

TEL（088）843－1501 

FAX（088）840－1096 

2 外来診療費、入院診療費の支払等に関すること 
担当：総務企画課 医事（医事外来、入院） 

TEL（088）843－1501 

FAX（088）840－1096 
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http://www.ffpri.affrc.go.jp/skk


 

設 置 根 拠 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 3条 

所 掌 事 務 

四国支所 

1 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習 

2 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布 

3 前 2号の業務に附帯する業務 

高知水源林整備事務所 

水源林造成事業（分収造林方式）の実行並びに造林木の収穫及び販売に関する

業務等 

管 轄 区 域 
四国支所：高知県、徳島県、香川県、愛媛県 

高知水源林整備事務所：高知県 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

四国支所 

担当課名：総務課 

TEL（088）844-1121 

E-mail：gyosei-ffpri-skk@gp.affrc.go.jp 

高知水源林整備事務所 

担当課名：森林整備センター中国四国整備局 総務課 

TEL（086）226－3295 

（注） 高知水源林整備事務所に関する情報の開示請求等は、中国四国整備局の上記

窓口で受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

○森林・林業相談（四国支所） 

・内  容：森林、林業、森林に生きる動物や植物についての質問や相談 

・担当課名：四国支所地域連携推進室 

・T E L：（088）844－1121 

・受付日時：平日の 8:30～17:00 

・E - m a i l：koho-ffpri-skk@gp.affrc.go.jp 

○水源林造成事業相談（高知水源林整備事務所） 

・内  容：水源林造成事業全般 

・T E L：（088）883－5672 
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https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/sameura/
https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/saisei/
https://www.water.go.jp/honsya/honsya/index.html
https://www.water.go.jp/yoshino/yoshino/
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設 置 根 拠 独立行政法人水資源機構組織規程第 105条第 1項、第 2項 

建設所等の設置に関する規程第 7条第 2項、別表第 21 

所 掌 事 務 

早明浦ダム・高知分水管理所 

 早明浦ダム及び高知分水施設の管理及び災害復旧工事に関すること 

早明浦ダム再生事業推進室 

 早明浦ダム再生工事 

管 轄 区 域 高知県 

情報公開・個人 
情報保護窓口 

担当：吉野川本部 総務課 

TEL（087）835－6600 

（注） 管理所に関する情報の開示請求等は、吉野川本部の上記窓口で受け付けてい

ます。 
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大 学 院 

人文社会科学専攻
【朝倉キャンパス】 

 

理工学専攻 
【朝倉キャンパス】 

 

医科学専攻 
【岡豊キャンパス】 

 

看護学専攻 
【岡豊キャンパス】 

 
 

愛媛大学大学院連合農学研究科 
（本部 〒790－8566 松山市樽味３－５－７） 

 
生物資源生産学専攻 
生物資源利用学専攻 
生物環境保全学専攻 

【物部キャンパス】 
 

農林海洋科学専攻
【物部キャンパス】 

 
 

応用自然科学専攻 
【朝倉キャンパス】 

 

医 学 専 攻 
【岡豊キャンパス】 

 

黒潮圏総合科学専攻 
【朝倉キャンパス】 
【岡豊キャンパス】 
【物部キャンパス】 

 
 
 

教職実践高度化専攻 
【朝倉キャンパス】 

 
附 属 学 校 教 育 研 究 セ ン タ ー 

保健管理センター 
【朝倉キャンパス】 
【岡豊キャンパス】 
【物部キャンパス】 

海洋コア総合研究センター 
【物部キャンパス】 

全国共同利用・共同研究拠点 

学 内 共 同 教 育 研 究 施 設 

総合人間自然科学研究科 

学び創造センター 
データサイエンスセンター 
グローバル教育支援センター 
教師教育センター 
希望創発センター 

【朝倉キャンパス】 

総合研究センター 
防災推進センター 

【朝倉キャンパス】 
【岡豊キャンパス】 
【物部キャンパス】 

【土佐市宇佐町井尻 194】 

次世代地域創造 
センター 
【朝倉キャンパス】 
  

学術情報基盤 
図書館 

【朝倉キャンパス】 
【岡豊キャンパス】 
【物部キャンパス】 

 
 

地域協働学専攻 
【朝倉キャンパス】 

 
 
 

IoP共創 
センター 
【物部キャンパス】 
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設 置 根 拠 国立大学法人法第1条、第4条 

所 掌 事 務 
学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く学芸を教授研究し、知的、

道徳的及び応用的能力を展開させること。 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：総務部 総務課 総務係 

TEL（088）844－8116 FAX（088）844－8033 

E-mail：kh14@kochi-u.ac.jp 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

大学の総合案内について 

担当：総務部総務課 

TEL（088）844－0111（代表） 

産学官民連携・共同研究・科学技術相談に係る照会 

担当：研究国際部地域連携課 

TEL（088）844－8481 

公開講座に係る照会 

担当：研究国際部地域連携課 

TEL（088）844－8454 
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各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

○電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ 

局番なしの「116」 

携帯電話からは「0800－2000116」 

受付時間：午前 9時～午後 5時 

休 業 日：年末年始（12/29～1/3） 

※フリーアクセスは NTT 西日本エリア（北陸・東海・関西・中国・四国・九

州）以外からはご利用になれません。 
 
○ひかり電話やフレッツサービスに関する故障などのお問い合わせ 

0120－248995 

受付時間：24時間受付（音声ガイダンスによる録音受付） 

※オペレーターが録音内容を確認後、順次呼び返しにて対応いたします。（一

部時間帯においては、オペレーターが直接受付を行う場合があります） 

※ひかり電話、フレッツサービスの故障などについて緊急対応が必要な場合

には、オペレーターがお受けいたしますので、音声ガイダンスに沿って対

応ください。 

※故障修理などの対応については午前 9時～午後 5時とさせていただきます。 

※ひかり電話、フレッツサービスの故障などについて NTT 東日本エリアから

は 0120-248842にて受付を実施しております。 

※フリーアクセスは NTT 西日本エリア（北陸・東海・関西・中国・四国・九

州）以外からはご利用になれません。 

※携帯電話からもご利用いただけます。 

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。 
 
○電話の故障・垂れ下がっている電話線などのお問い合わせ 

局番なしの「113」 

ひかり電話・携帯電話からは「0120－444113」 

受付時間：24時間（音声ガイダンスによる録音受付） 

※オペレーターが録音内容を確認後、順次呼び返しにて対応いたします。（一

部時間帯においては、オペレーターが直接受付を行う場合があります。） 

※緊急対応が必要な場合にはオペレーターがお受けいたしますので、音声ガ

イダンスに沿ってご対応ください。 

※故障修理などの対応については午前 9時～午後 5時とさせていただきます。 
 
○NTT西日本に関するご意見・ご要望・お問い合わせ 

0120-019000（お客さま相談センター） 

受付時間：午前 9時～午後 5時 

休 業 日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

※携帯電話からもご利用いただけます。 
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各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

○通信設備工事の品質向上に関するご意見 

0120－928449 

受付時間：午前 9時～午後 5時 

休 業 日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

※より一層お客さまに安心していただける工事に努めるために、工事前後の

挨拶や電話工事中の安全面等に関するお客さまのご意見・ご要望等を頂戴

する窓口です。 

※フリーアクセスは NTT西日本エリア（北陸・東海・関西・中国・四国・九州

地区）以外からはご利用になれません。 

※携帯電話からもご利用いただけます。 
 
お問い合わせいただく際は、電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないよう

お願いいたします。 

また、一部はインターネットでもお問い合わせいただけます。 

詳しくは以下のページよりご覧ください。 

https://www.ntt-west.co.jp/share/inquire.html 
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https://www.nhk.or.jp/kochi/
https://www.nhk.or.jp/css/contact/


https://www.jfc.go.jp/


各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

相談・案内の名称等：融資相談 

対象範囲（内容）等：各種融資の相談 

担当課名：各事業担当 

TEL（088）822－3191 (小規模事業者・創業企業等) 

825－1091（農林水産・食品産業事業者） 

875－0281（中小企業事業者） 

受付日時：平日の 9:00～17:00 
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設 置 根 拠 日本年金機構法第 4条第 2項、第 29条（年金事務所） 

所 掌 事 務 

（年金事務所） 

総務調整課（総務課）：県内の関係機関との連絡調整、総務業務、地域年金展

開事業の企画・調整・管理 

厚生年金適用調査課（厚生年金適用徴収課） 

：事業所指導、事業所調査、未適用事業所の職権適用 

厚生年金徴収課（厚生年金適用徴収課） 

：厚生年金保険料の納付督励、滞納保険料に対する滞納

処分 

国民年金課     ：所得に応じた収納対策、未納保険料の強制徴収、市町

村等との連携 

お客様相談室    ：来訪相談、出張相談、年金記録問題対応の事実調査確

認、年金給付関係届書の審査業務等 

業務課       ：厚生年金保険及び国民年金の受付、相談、審査、入力、

交付業務 

管 轄 区 域 

高知西年金事務所 

健康保険、 

厚生年金保険 

高知市、土佐市、須崎市、土佐郡、吾川郡、高岡郡 

国民年金 高知市、土佐市、須崎市、土佐郡、吾川郡、高岡郡 

船員保険 高知県 

 

高知東年金事務所 

健康保険、厚

生年金保険 

※高知西年金事務所が管轄する区域の厚生年金保険・健康保

険に関する届書の受付、相談を行います。 

国民年金 ※高知西年金事務所が管轄する区域の国民年金に関する届書

の受付、相談を行います。 

 

南国年金事務所 

健康保険、厚

生年金保険 

南国市、室戸市、安芸市、香南市、香美市、安芸郡、長岡郡 

国民年金 南国市、室戸市、安芸市、香南市、香美市、安芸郡、長岡郡 

 

幡多年金事務所 

健康保険、厚

生年金保険 

四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡 

国民年金 四万十市、宿毛市、土佐清水市、幡多郡 
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情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：日本年金機構本部 経営企画部 総務室 情報公開文書グループ 

〒168－8505 東京都杉並区高井戸西 3－5－24 

TEL（03）5344－1116（郵送受付のみ） 

高知西年金事務所 お客様相談室  

TEL（088）875－1717（自動音声案内①番を押した後②番） 

高知東年金事務所 お客様相談室 

TEL（088）831－4430（自動音声案内①番を押した後②番） 

南国年金事務所 お客様相談室 

TEL（088）864－1111（自動音声案内①番を押した後②番） 

幡多年金事務所 お客様相談室 

TEL（0880）34－1616（自動音声案内①番を押した後②番） 

情報公開請求及び個人情報開示請求手続きについては、日本年金機構ホーム

ページのインフォメーション「法人文書の開示及び個人情報の開示」をご参照

ください。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

○ねんきんダイヤル 

・対象範囲（内容）等：年金相談に関する一般的なお問い合わせ 

・電 話 番 号：0570－05－1165（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6700－1165（一般電話） 

・受 付 時 間：月曜日   8:30～19:00 

火～金曜日 8:30～17:15 

第 2土曜日 9:30～16:00  

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に 

19:00まで相談をお受けします。 

※休日、祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～1月

3日はご利用いただけません。 
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各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

○予約受付専用電話 

・対象範囲（内容）等：年金事務所への来訪による年金相談の予約受付 

・電 話 番 号：0570－05－4890（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6631－7521（一般電話） 

・受 付 時 間：月～金曜日（平日） 8:30～17:15 

※土曜日、日曜日、祝日、12月 29 日～1月 3日はご

利用いただけません。 

 

○ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル 

・対象範囲（内容）等：「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問

い合わせ 

・電 話 番 号：0570－058－555（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6700－1144 （一般電話） 

・受 付 時 間：月曜日   8:30～19:00 

火～金曜日 8:30～17:15 

第 2土曜日 9:30～16:00  

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に

19:00まで相談をお受けします。 

※休日、祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～1月

3日はご利用いただけません。 

 

○ねんきん加入者ダイヤル 

・対象範囲（内容）等：「国民年金加入者向け」 

・電 話 番 号：0570－003－004（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6630－2525（一般電話） 

・対象範囲（内容）等：「事業所、厚生年金加入者向け」 

・電 話 番 号：0570－007－123（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6837－2913（一般電話） 

・受 付 時 間：月～金曜日 8:30～19:00 

第 2土曜日 9:30～16:00 

※休日、祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～1月

3日はご利用いただけません。 
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https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kochi
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7110




 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

1 特別相談窓口（危機対応） 

① 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口 

2 特別相談窓口（危機対応以外） 

① 東日本大震災に関する特別相談窓口 

② 賃金水準上昇対策相談窓口 

③ 平成 28 年熊本地震による災害に関する特別相談窓口 

④ 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 

⑤ ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

⑥ 日野自動車サプライチェーン関連中小企業支援対策特別相談窓口 

3 相談窓口（要請有） 

①中小企業金融円滑化相談窓口 
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https://www.w-nexco.co.jp/inquiry/agreement/
https://www.w-nexco.co.jp/


1 裁判所及び検察審査会の所在地 
 

（1）地方裁判所 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

高知地方裁判所（本庁） 〒780－8558 高知市丸ノ内1－3－5 
〔代表〕 

（088）822－0576 

高知地方裁判所須崎支部 〒785－0010 須崎市鍛治町2－11 
〔代表〕 

（0889）42－0046 

高知地方裁判所安芸支部 〒784－0003 安芸市久世町9－25 
〔代表〕 

（0887）35－2065 

高知地方裁判所中村支部 〒787－0028 四万十市中村山手通54－1 （0880）35－3007 

 

（2）家庭裁判所 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

高知家庭裁判所（本庁） 〒780－8558 高知市丸ノ内1－3－5 
〔代表〕 

（088）822－0576 

高知家庭裁判所須崎支部 〒785－0010 須崎市鍛治町2－11 
〔代表〕 

（0889）42－0046 

高知家庭裁判所安芸支部 〒784－0003 安芸市久世町9－25 
〔代表〕 

（0887）35－2065 

高知家庭裁判所中村支部 〒787－0028 四万十市中村山手通54－1 （0880）35－4741 

 

（3）簡易裁判所 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

高知簡易裁判所（本庁） 〒780－8558 高知市丸ノ内1－3－5 
〔代表〕 

（088）822－0514 

須崎簡易裁判所 〒785－0010 須崎市鍛治町2－11 
〔代表〕 

（0889）42－0046 

安芸簡易裁判所 〒784－0003 安芸市久世町9－25 
〔代表〕 

（0887）35－2065 

中村簡易裁判所 〒787－0028 四万十市中村山手通54－1 （0880）35－3007 

 

（4）検察審査会 
 

名 称 所 在 地 電 話 番 号 

高知検察審査会 〒780－8558 高知市丸ノ内1－3－5 （088）822－0639 
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2 裁判所及び検察審査会の管轄区域 
 

高 等 

裁判所

(本庁) 

裁判所 

検 察 

審査会 
管轄区域 

合
議
事
件 

少
年
事
件 

地方裁判所・家庭裁判所 
簡 易 

裁判所 本庁 支部 
家 裁 

出張所 

高松 高知   高知 高知 高知市、南国市、土佐市、

香南市、香美市、長岡郡

（本山町、大豊町）、土佐

郡（土佐町、大川村）、吾

川郡のうちいの町、高岡郡

のうち日高村 

高知 高知 

安芸 安芸 安芸市、室戸市、安芸郡(東

洋町、奈半利町、田野町 、

安田町、北川村、馬路村、

芸西村) 

須崎 須崎 須崎市、吾川郡のうち仁淀

川町、高岡郡のうち中土佐

町、佐川町、越知町、檮原

町、津野町、四万十町 

中村 中村 四万十市、宿毛市、土佐清

水市、幡多郡（大月町、三

原村、黒潮町） 

中村 

（注）1 「合議事件」欄は、その管内の民事事件、刑事事件、家事事件及び少年事件の合議事件

を取り扱う地方裁判所・家庭裁判所の本庁又は支部を示す。 

2 「少年事件」欄は、その管内の少年法で定める少年の保護事件の審判に関する事務を取

り扱う家庭裁判所の本庁又は支部を示す。 

3 「管轄区域」欄は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものである。 
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県、市町村 

名 称 郵便番号 所 在 地 電 話（代表） ホームページアドレス 

高知県 780-8570 高知市丸ノ内 1-2-20 088-823-1111 https://www.pref.kochi.lg.jp/ 

高知市 780-8571 高知市本町 5-1-45    088-822-8111 https://www.city.kochi.kochi.jp/ 

室戸市 781-7185 室戸市浮津 25-１ 0887-22-1111 https://www.city.muroto.kochi.jp/ 

安芸市 784-8501 安芸市矢ノ丸 1-4-40 0887-34-1111 https://www.city.aki.kochi.jp/ 

香南市 781-5292 
香南市野市町西野

2706 
0887-56-0511 https://www.city.kochi-konan.lg.jp/ 

香美市 782-8501 
香美市土佐山田町宝町

1-2-1 
0887-53-3111 https://www.city.kami.lg.jp/ 

南国市 783-8501 南国市大そね甲 2301 088-863-2111 https://www.city.nankoku.lg.jp/ 

土佐市 781-1192 
土佐市高岡町甲 

2017-1 
088-852-1111 https://www.city.tosa.lg.jp/ 

須崎市 785-8601 須崎市山手町 1-7 0889-42-2311 https://www.city.susaki.lg.jp/ 

四万十市 787-8501 
四万十市中村大橋通

4-10 
0880-34-1111 https://www.city.shimanto.lg.jp/topj.html 

宿毛市 788-8686 宿毛市希望ヶ丘 1 0880-62-1111 https://www.city.sukumo.kochi.jp/ 

土佐清水市 787-0392 
土佐清水市天神町 

11-2 
0880-82-1111 https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/ 

東洋町 781-7414 
安芸郡東洋町大字生見

758-3 
0887-29-3111 http://www.town.toyo.kochi.jp/ 

奈半利町 781-6402 
安芸郡奈半利町乙 

1659-1 
0887-38-4011 http://www.town.nahari.kochi.jp/ 

田野町 781-6410 安芸郡田野町 1828-5 0887-38-2811 https://tanocho.jp/ 

安田町 781-6421 
安芸郡安田町大字安田

1850 
0887-38-6711 https://www.town.yasuda.kochi.jp/ 

北川村 781-6441 
安芸郡北川村 

大字野友甲 1530 
0887-32-1212 http://www.kitagawamura.jp/ 

馬路村 781-6201 
安芸郡馬路村大字馬路

443 
0887-44-2111 https://vill.umaji.lg.jp/ 
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名 称 郵便番号 所 在 地 電 話（代表） ホームページアドレス

芸西村 781-5792
安芸郡芸西村和食甲

1262 
0887-33-2111 http://www.vill.geisei.kochi.jp/ 

本山町 781-3692 長岡郡本山町本山 504 0887-76-2113 https://www.town.motoyama.kochi.jp/ 

大豊町 789-0392
長岡郡大豊町津家

1626 
0887-72-0450 https://www.town.otoyo.kochi.jp/ 

土佐町 781-3492 土佐郡土佐町土居 194 0887-82-0480 http://www.town.tosa.kochi.jp/ 

大川村 781-3703
土佐郡大川村小松 

27-1
0887-84-2211 https://www.vill.okawa.kochi.jp/ 

いの町 781-2192 吾川郡いの町 1700-1 088-893-1111 https://www.town.ino.kochi.jp/ 

仁淀川町 781-1592
吾川郡仁淀川町大崎

200 
0889-35-0111 https://www.town.niyodogawa.lg.jp/ 

中土佐町 789-1301
高岡郡中土佐町久礼

6663-1 
0889-52-2211 https://www.town.nakatosa.lg.jp/ 

佐川町 789-1292
高岡郡佐川町甲 

1650-2 
0889-22-7700 https://www.town.sakawa.lg.jp/ 

越知町 781-1301
高岡郡越知町越知甲

1970 
0889-26-1111 http://www.town.ochi.kochi.jp/ 

四万十町 786-8501
高岡郡四万十町琴平町

16-17
0880-22-3111 https://www.town.shimanto.lg.jp/ 

梼原町 785-0695
高岡郡梼原町梼原

1444-1 
0889-65-1111 http://www.town.yusuhara.kochi.jp/ 

津野町 785-0201
高岡郡津野町永野

471-1
0889-55-2311 https://town.kochi-tsuno.lg.jp/ 

日高村 781-2194
高岡郡日高村本郷 

61-1
0889-24-5111 https://www.vill.hidaka.kochi.jp/ 

黒潮町 789-1992
幡多郡黒潮町入野

5893 
0880-43-2111 https://www.town.kuroshio.lg.jp/ 

大月町 788-0302
幡多郡大月町弘見

2230 
0880-73-1181 https://www.town.otsuki.kochi.jp/ 

三原村 787-0892
幡多郡三原村来栖野

346 
0880-46-2111 http://www.vill.mihara.kochi.jp/ 
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